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女川原子力発電所３号機 第５回定期検査の状況 

（平成２１年１月分） 

１．  定期検査の進捗状況 

女川原子力発電所３号機は、平成２０年１１月２６日より第５回定期検査を実施してお

ります。 

現在、復水器細管の点検等を実施しております。 

（添付－１  女川原子力発電所３号機  第５回定期検査  主要点検工程表  参照） 

２． 主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（１）制御棒駆動機構の点検 

１３７体ある制御棒駆動機構のうち、１９体を取外し、そのうち１３体について分解点

検を実施しております。また、残りの６体については、予備品との取替えを実施しました。 

 

（２）復水器細管の点検 

約２７，０００本ある復水器細管のうち約２，０００本（Ａ系、Ｂ系：各１，０００本）

について点検を実施しております。 

 

（３）配管減肉に係る検査 

原子炉系およびタービン系の配管約１，８００箇所について肉厚測定検査を実施してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 ２ 
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３． トラブルに該当しないひび、傷等の状況について 

（１）平成２１年１月の主要機器の点検状況は、添付－２のとおりです。 

（２）既報告の主要機器の点検で、１月中に補修等の作業が終了したものは下表のとおりです。 

  （詳細については、添付－３参照） 

報告時期、報告No． 件    名 作業終了日 備 考 

平成２０年１２月分 

ＮＯ．１（改） 

低圧タービン（Ｂ）内の異物に

ついて 
１月１５～１６日 添付－３ 

 

以 上 



女川原子力発電所３号機　第５回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

定期検査開始

原子炉開放 出力領域モニタ取替 制御棒取替 制御棒駆動機構点検

5 5 8 17

6 7

燃料移動 Ｎ２ノズル洗浄

原子炉開放 出力領域モニタ取替 制御棒取替

Ｎ２ノズル洗浄

燃料設備点検 燃料移動

クラス１機器およびクラス２機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検
電 気 設 備

▼

そ の 他

平成２１年１月平成２０年１１月 １２月

非 常 用 予 備 発 電 装 置

－
 
8
 
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

添
付
－
１
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女川原子力発電所３号機 主要機器点検情報（平成２１年１月） 

設備名 
設備 
区分 

実施内容 
検査
区分

概     要 

高圧炉心スプ

レイ補機冷却

海水系 

○ 分解点検 点 ・ 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの吐出弁（以下、「当

該弁」という）の分解点検を実施したところ、弁箱および

弁座押えのライニング施工部に傷があることを発見しまし

た。 
・ 原因は、貝などの噛み込みによるものと推定しました。 
・ 傷が確認された箇所はシート面ではないことから、弁の閉

止機能に影響をあたえるものではありません。 
・ 傷については、再度、ライニング加工を実施しました。 

（詳細については、個別情報Ｎｏ．１参照）

タービン主蒸

気系 
△ － 点 ・ タービンバイパス弁に取付けられているタービンバイパス

弁用サーボ弁（以下、「当該サーボ弁」という。）の点検を

したところ、当該サーボ弁を動かすためのモータの取付け

面から油がにじんでいるのを確認しました。 
・ 現在、原因を調査中です。 
・ 油のにじみについては、弁の開閉機能に影響を与えるもの

ではありません。 
・ 今後、当該サーボ弁の取替を実施します。 

（詳細については、個別情報Ｎｏ．２参照）

蒸気タービン △ 開放点検 定 ・ 蒸気タービン開放点検において、低圧タービン（Ｂ）の溶

接部等について浸透探傷検査を実施したところ、下表のと

おりひび等を確認しました。 
・ ひび等が確認された溶接部等については、必要に応じてひ

び等の除去、溶接補修する等、適切な補修を実施します。

（詳細については、個別情報Ｎｏ．３参照）

 

【設備区分】○：安全上重要な系統（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等） 

  △：それ以外の系統 

【検査区分】定：法令に基づき国または独立行政法人 原子力安全基盤機構が実施する定期検査 

  事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査 

      点：保守管理に基づく点検・補修等 

添付－２ 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１   （平成２１年１月分）

号 機 ３号機 定 期 検 査 第５回定期検査 

件 名 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系弁の傷について 

月 日 平成２１年１月６日（火） 発  生 発  見 確  認

場 所 
補機冷却海水系 
ポンプ室 設 備

高圧炉心スプレイ

補機冷却海水系 
設備区分 

安全上重要な 

系統 

設 備 概 要 
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系は、高圧炉心スプレイ系のディーゼル発電設備、
ポンプ、モータ等の冷却水を海水により冷却する系統です（本系統は放射性物質を
含まない系統）。 

所 見 

・ 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの吐出弁（以下、「当該弁」という）の分
解点検を実施したところ、弁箱および弁座押えのライニング※施工部に傷がある
ことを発見しました（１月６日）。 

・ 原因は、貝などの噛み込みによるものと推定しました。 
・ 傷が確認された箇所はシート面ではないことから、弁の閉止機能に影響をあたえ
るものではありません。 

・ 傷については、再度、ライニング加工を実施しました（１月３０日）。 
 

 ※ ライニングとは、腐食・摩耗などの防止のために、弁の内側などに母材と異なったゴムな

どの材料で表面をコーティングすること。 

                                                   

 

 

系統概略図 

当該弁 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電設備 

他 

Ｐ

高圧炉心スプレイ 
補機冷却水ポンプ 

放水口へ 

高圧炉心スプレイ 
補機冷却系熱交換器 

Ｐ 高圧炉心スプレイ 
補機冷却海水ポンプ 

弁箱ライニングの傷の状況写真（長さ約８０ｍｍ） 

弁座押えライニングの傷の状況写真（長さ約１２０ｍｍ） 

弁箱 

弁座押え 

海水 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．２   （平成２１年１月分）

号 機 ３号機 定 期 検 査 第５回定期検査 

件 名 タービンバイパス弁用サーボ弁からの油にじみについて 

月 日 平成２１年１月１５日（木） 発  生 発  見 確  認

場 所 タービン建屋 設 備 タービン主蒸気系 設備区分 それ以外の系統

設備概要 

タービンバイパス弁は、タービンの起動や停止時などに、原子炉で発生した蒸

気が、タービンが必要とする流量より多くなった場合、タービンを経由せずに

（バイパスして）直接復水器へ蒸気を導くための弁です。 

所 見 

・ タービンバイパス弁に取付けられているタービンバイパス弁用サーボ弁※（以

下、「当該サーボ弁」という。）の点検をしたところ、当該サーボ弁を動かす

ためのモータの取付け面から油がにじんでいるのを確認しました（１月１５

日）。 
・ 現在、原因を調査中です。 
・ 油のにじみについては、弁の開閉機能に影響を与えるものではありません。 
・ 今後、当該サーボ弁の取替を実施します。 

 
※ タービンバイパス弁用サーボ弁とは、タービンバイパス弁の動作制御を行なう弁で、

弁本体に取付けられています。 
 

 

油にじみ箇所 

油にじみ箇所写真 

タービン

系統概略図 

モータ 

タービンバイパス弁用サーボ弁 概略図 

原子炉格納容器 

圧力抑制室 

ボディ 

当該サーボ弁 

モータ 

油にじみ箇所
ボディ 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．３   （平成２１年１月分）

号 機 ３号機 定 期 検 査 第５回定期検査 

件 名 低圧タービン（Ｂ）車室部におけるひび等について 

月 日 平成２１年１月１６日（金）～２７日（火） 発  生 発  見 確  認

場 所 タービン建屋 設 備 蒸気タービン 設備区分 それ以外の系統

設備概要 

蒸気タービン設備は、高圧タービン１台と低圧タービン２台で構成されてお

り、原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。  
車室とは、タービン翼等を覆っている構造物であり、内部車室と外部車室の二

重構造となっています。 

所 見 

・ 蒸気タービン開放点検において、低圧タービン（Ｂ）の溶接部等について

浸透探傷検査※を実施したところ、下表のとおりひび等を確認しました

（１月１６日～２７日）。 

・ ひび等が確認された溶接部等については、必要に応じてひび等の除去、溶

接補修する等、適切な補修を実施します。 

 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひびを見つける検査。

ひび等の大きさ 
確認箇所 箇 所 数 

線状（長さ） 円形（直径） 

上半部 

（内側・外側） 
５４ 内

部
車
室 

下半部 

（内側） 
４６ 

約２ｍｍ～約２２ｍｍ 
約０．５～ 

    約１５ｍｍ

上半部 

（内側） 
１３ 外

部
車
室 

下半部 

（内側） 
１７ 

約３ｍｍ～約１１ｍｍ 
約０．５～ 

    約１５ｍｍ

上半部 ３６ 隔
板
・
噴
口 下半部 １９ 

約１ｍｍ～約１５ｍｍ 
約０．５～ 

    約１５ｍｍ
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低圧タービン概略図 

外部車室（上側） 

外部車室（下側） 

給水ポンプ 

内部車室（下側） 

内部車室（上側） 

  

原子炉格納容器内側 

原子炉圧力容器 

復水ポンプ 

復 水 器 

 

復 水 器 

発電機

 

高圧タービン 低圧タービン（Ａ） 

上半部 

下半部 

低圧タービン（Ｂ）
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低圧タービン（B）内部車室上半部外側

発電機側 

高圧タービン側 

高圧タービン側 

発電機側 

：ひび等を確認した部

右側

左側 

左側

右側 
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低圧タービン（B）内部車室上半部内側 
 

  低圧タービン（B）内部車室下半部内側

低圧タービン（B）外部車室上半部

高圧タービン側 

発電機側 

隔板、噴口上半部・下半部 

高 圧

TB側 

 

高 圧

TB側 

発電 

機側 

 

 

 

発電 

機側 

：ひび等を確認した部

発電 

機側 
高 圧

TB側 

噴口 

隔板 
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低圧タービン（Ｂ）外部車室下半部内側 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右側 

高圧タービン側 
左側 

右側 

発電機側 左側 

右側 

：ひび等を確認した部
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）   （平成２０年１２月分）

号 機 ３号機 定 期 検 査 第５回定期検査 

件 名 低圧タービン（Ｂ）内の異物について 

月 日 平成２０年１２月９日(火)､１０日(水) 発  生 発  見 確  認

場 所 タービン建屋 設 備 蒸気タービン 設備区分 それ以外の系統 

設備概要 
蒸気タービン設備は、高圧タービン１台と低圧タービン２台で構成されており、

原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。  

所 見 

・ 低圧タービン(Ｂ)の開放点検を実施したところ、入口蒸気室内（以下、「当該箇

所Ａ」という。）および軸受付近のパッキン部（以下、「当該箇所Ｂ」という。）

より異物を発見しました。発見した異物は回収しました（当該箇所Ａ：１２月

９日、当該箇所Ｂ：１２月１０日）。 

・ 当該箇所Ｂで発見した異物は、建設時に混入した小さな金属片（長さ約６ｍｍ）

と推定しました。なお、この異物によるタービン軸などへの傷は認められませ

んでした。（平成２１年１月１５日お知らせ済み） 

・ 当該箇所Ａで発見した異物（長さ約１００ｍｍ、直径約２０ｍｍ）は、前回の

開放点検の作業時に使用した工具であると推定しました。なお、この異物によ

るタービン翼などへの傷は認められませんでした（１月１５～１６日）。 

・ 今後も引き続き、異物混入防止対策を徹底してまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

当該箇所Ａより発見された異物 

パッキン 

当該箇所Ｂより発見された異物 
低圧タービン(A) 高圧タービン 低圧タービン(B) 

上 

下 

タービン軸 

当該箇所Ｂ 

当該箇所Ａ 

系統概略図 

復水ポンプ 

復水器 
発電機 

高圧タービン 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉給水ポンプ 

低圧タービン

拡大図 

タービン軸 

タービン翼 

添付－３




